
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                       
 
 
 

バス停「渋谷区役所前」 

「渋谷区役所」下車徒歩1分 

 都営バス（早 81） 
 ハチ公バス（夕やけこやけルート, 

春の小川ルート,神宮の杜ルート） 
 京王バス（ ） 

 03-6416-5893 
 kikan-shibuya@shibuyaito.com 

【 高次脳機能障がい専用 】 

 03-3463-3298 
 koujino-shibuya@shibuyaito.com 

受託事業者 一般社団法人しぶや糸をつむぐ会 
※ 令和８(2026)年４月より運営しています 

 

「渋谷駅」下車徒歩11分 

 JR 山手線・埼京線・ 
湘南新宿ライン 

 東急東横線・田園都市線 
 京王井の頭線 
 東京メトロ銀座線・ 

半蔵門線・副都心線 

渋谷区障がい者 

基幹相談支援センター 

【 問い合わせ先 】 
 

〒150-8010 渋谷区宇田川町1-1 2階 
 

☎ 03-6416-5893 

✉ kikan-shibuya@shibuyaito.com 
 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/

kenko/shogai-seikatsu/sodan/kikan-

sodan.html 



① 地域の相談支援体制の強化の取組み 

相談支援従事者に対する支援者支援を行います。 
 

例えば… 

・事例検討会の実施 ・事業所訪問 

・渋谷区相談支援事業所連絡会の運営 

・地域課題別研修の開催   etc… 

② 地域づくりの取組み 

自立支援協議会の運営に参画し、課題解決に 

向けた関係機関の連携強化に努めます。 

④ 総合的・専門的な相談支援の実施 

適切な支援機関につながれるようにサポートします。 

「高次脳機能障がい」に関するご相談もお受けします。 

③ 権利擁護・虐待防止 

障がい者虐待通報窓口として相談を 

受けるとともに、虐待防止に取り組みます。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 渋谷区障がい者基幹相談支援センターとは？ 】 
 

平成31（2019）年1月に、地域における相談支援の中核

的な役割を担う機関として設立されました。 
 

障がいのある方やそのご家族、渋谷区内の相談支援事業所

の困りごとに対し、区や関係機関と連携しながら、解決に

向けて取り組みます。 
 

★ 営業日及び営業時間 ★ 
 

 月曜日から金曜日 

 ８時３０分から１７時００分まで 

（土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休み） 
 

★ 対象者 ★ 
 

 渋谷区内の相談支援事業所 

 渋谷区内の事業者 

 渋谷区内の障がいのある方やそのご家族 
 

★ ご利用の流れ ★ 
 

 窓口、電話等で相談を受付けます。 
 

 03-6416-5893 
 

 

 

【 障がい者基幹相談支援センターの役割 】 

 


